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ྡ 古 屋 産 業 大 学 大 学 院 学 則 

 

第㸯章 総則 

㸦目的㸧 

第㸯条 ᮏ大学院ྡࠊࡣ古屋産業大学大学院称ࠊࡋ学術ࡢ理論及び応用を教授研究ࠊࡋ

そࡢ深奥を究ࠊࡶࡿࡵ専攻分㔝ࡿࡅ࠾実践的࡛創造的࡞能力を᭷ࡿࡍ高度

人材ࡢ育成を目的ࠋࡿࡍ 

 

第㸰章 課程ࠊ研究科及び専攻ࠊ容定員 

㸦課程ࠊ研究科及び専攻㸧 

第㸰条 ᮏ大学院ḟࡢ課程ࠊ研究科及び専攻を置くࠋ 

博士前期課程 環境マネࢪメント研究科 環境マネࢪメント専攻 

博士ᚋ期課程 環境マネࢪメント研究科 環境マネࢪメント専攻 

㸰 前項ࡢ専攻ࡿࡅ࠾教育研究ୖࡢ目的ࠊࡣḟࡢ各号掲ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡿࡆ 

㸦㸯㸧博士前期課程 

博士前期課程࡛ࠊࡣ環境関ࡿࡍ教育・研究を通ࠊ࡚ࡋビࢪネࡢࢫ即戦力

高度職ࡘ思考能力を持ࡿࡁ対応࡛臨機応変ࠊ専門知識やᢏ術ࡿࢀࡽࡵ求࡚ࡋ

業人を育成ࡇࡿࡍを目的ࠋࡿࡍ 

㸦㸰㸧博士ᚋ期課程 

 博士ᚋ期課程࡛ࠊࡣ学術ࡢ理論及び応用を教授研究ࠊࡋそࡢ深奥を究ࡿࡵ

高い高度人材をࡾࡼࡿࡍ能力を᭷࡞実践的࡛創造的ࡿࡅ࠾専門分㔝ࠊࡶ

育成ࡇࡿࡍを目的ࠋࡿࡍ 

 

㸦容定員㸧 

第㸱条 容定員ࠊࡣḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

研  究  科 専  攻 
博士前期課程 博士ᚋ期課程 

入学定員 容定員 入学定員 容定員

環境マネࢪメント

研究科 

環境マネࢪメント

専攻 
10 「0 」 重 

 

第㸱章 教員組織 

㸦研究科長及び専攻長㸧 

第㸲条 研究科研究科長を置ࠊࡁ当該研究科ࡢ教授を࡚ࡗࡶ充࡚ࠋࡿ 

㸰 研究科ࡢ専攻専攻長を置くࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ 

㸱 前 「項定ࡿࡵ教員ࡢ任用等関ࠊࡣ࡚ࡋ別定ࠋࡿࡵ 

 

第㸲章 研究科委員会 

㸦研究科委員会㸧 

第㸳条 ᮏ大学院ࡢ研究科研究科委員会を置くࠋ 
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㸰 研究科委員会ࠊࡣ学長及び大学院所属ࡢ教授を࡚ࡗࡶ組織ࠋࡿࡍ 

㸱 研究科委員会ࠊࡣ大学院所属ࡢ准教授ࡶ加えࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

㸲 研究科委員会ࠊࡣ研究科長ࡀ主宰ࠊࡋḟ掲ࡿࡆ項を審議ࠋࡿࡍ審議ࠊࡋ学長

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ意見を述

㸦㸯㸧研究及び指導関ࡿࡍ項 

㸦㸰㸧教員ࡢ人関ࡿࡍ項 

㸦㸱㸧学位論文ࡢ審査及び課程修了ࡢ合否関ࡿࡍ項 

㸦㸲㸧授業科目ࡢ編成及び担当関ࡿࡍ項 

㸦㸳㸧指導教授ࡢ選任関ࡿࡍ項 

㸦㸴㸧学生ࡢ入学ࠊ休学ࠊ留学ࠊ復学ࠊ退学ࠊ除籍及び賞罰関ࡿࡍ項 

㸦㸵㸧他ࡢ大学院ࠊ研究所等ࡿࡅ࠾履修関ࡿࡍ項 

㸦㸶㸧そࡢ他教育及び研究関ࡿࡍ㔜要項 

㸳 研究科委員会関ࡿࡍ規定ࡣ別定ࠋࡿࡵ 

 

第㸳章 学ᖺ・学期ࠊ休業日ࠊ修業ᖺ限及び在学期間 

㸦学ᖺ㸧 

第㸴条 学ᖺࡣ 4᭶ 1日始ࡾࡲ翌ᖺ 」᭶ 」1 日終わࠋࡿ 

 

㸦学期㸧 

第㸵条 学ᖺを分ࠊ࡚ࡅḟࡢ学期ࠋࡿࡍ 

   春学期 4 ᭶ 1 日ࡽ 重᭶ 15 日࡛ࡲ 

   秋学期 重 ᭶ 16 日ࡽ翌ᖺ 」᭶ 」1 日࡛ࡲ 

 

㸦休業日㸧 

第㸶条 ḟ掲ࡿࡆ日ࠊࡣ授業を行わ࡞い日㸦以ୗࠕ休業日ࠖいうࠋ㸧ࠋࡿࡍ 

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ授業を行う休業日ࠊࡣࡁࡓࡵ認ࡿあࡀ必要ࠊࡣ学長ࠊࡋࡔࡓ   

㸦㸯㸧日曜日 

㸦㸰㸧国民ࡢ祝日関ࡿࡍ法ᚊ㸦昭和 「」 ᖺ法ᚊ第 178 号㸧規定ࡿࡍ休日 

㸦㸱㸧学園ࡢ創立記念日 11 ᭶ 16 日 

㸦㸲㸧春季休業 」 ᭶ 「1 日ࡽ 」᭶ 」1 日࡛ࡲ 

㸦㸳㸧夏季休業 8 ᭶ 1」 日ࡽ 重᭶ 15 日࡛ࡲ 

㸦㸴㸧冬季休業 1「 ᭶ 「」 日ࡽ翌ᖺ 1᭶ 6日࡛ࡲ 

㸰 学長ࠊࡣ必要ࡀあࡿ認ࠊࡣࡁࡿࡵ前項各号掲ࡿࡆ休業日以外ࡢ日ࠊ臨

時授業を行わ࡞いࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ 

 

㸦修業ᖺ限㸧 

第㸷条 ᮏ大学院ࡢ修業ᖺ限ࡣ博士前期課程 「ᖺࠊ博士ᚋ期課程 」ᖺࠋࡿࡍ 

 

㸦在学ᖺ限㸧 

第 10 条 在学期間ࡣ博士前期課程 4ᖺࠊ博士ᚋ期課程ࡣ 6ᖺを超え࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿいࠋ 

 

第㸴章 入学ࠊ留学ࠊ休学ࠊ復学ࠊ退学ࠊ除籍 

㸦入学時期㸧 
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第 11 条 入学ࡢ時期ࠊࡣ学ᖺࡢ始ࠋࡿࡍࡵ 

㸰 前項ࡢ規定わࠊࡎࡽ研究科ࡢ定ࡾࡼࢁࡇࡿࡵ学ᖺࡢ途中࠾い࡚ࡶ

学期ࡢ༊分従いࠊ入学さࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏ 

 

㸦入学資格㸧 

第 1「 条 ᮏ大学院博士前期課程・博士ᚋ期課程入学ࡿࡍ資格ࡢあࡿ者ࠊࡣḟࡢ各号ࡢ一

 ࠋࡿࡍ者ࡿࡍ該当

   㸯 博士前期課程 

㸦㸯㸧大学を卒業ࡓࡋ者 

㸦㸰㸧外国࠾い࡚学校教育ࡿࡅ࠾ 16 ᖺࡢ課程を修了ࡓࡋ者 

㸦㸱㸧文部科学大臣ࡢ指定ࡓࡋ者 

㸦㸲㸧大学 」 ᖺ以ୖ在学ࠊࡋ所定ࡢ単位を優ࡓࢀ成績࡛࡚ࡗࡶ修得ࡢࡶࡓࡋ

研究科委員会ࡀ認ࡓࡵ者 

㸦㸳㸧そࡢ他ࠊᮏ大学院࠾い࡚大学を卒業ࡓࡋ者ྠ等以ୖࡢ学力ࡀあࡿ研

究科委員会ࡀ認ࡓࡵ者 

㸰 博士ᚋ期課程 

㸦㸯㸧ᮏ学大学院又ࡣ他ࡢ大学院࡛修士ࡢ学位を授さࡓࢀ者 

㸦㸰㸧外国࠾い࡚修士ࡢ学位相当ࡿࡍ学位を授さࡓࢀ者 

㸦㸱㸧文部科学大臣ࡢ指定ࡓࡋ者 

㸦㸲㸧ᮏ大学院࠾い࡚個別審査ࡾࡼ修士ࡢ学位を᭷ࡿࡍ者ྠ等以ୖࡢ学力

 者ࡓࡋ㐩者࡛㸰㸲歳ࡓࡵ認ࡀ研究科委員会ࡿあࡀ

 

㸦入学願㸧 

第 1」 条 ᮏ大学院入学をࡼࡋうࡿࡍ者ࠊࡣ指定ࡢ期日࡛ࡲ入学願書入学検定料及

び別指定ࡿࡍ書類を添え࡚学長提出ࠊࡋそࡢ他必要࡞ᮏ大学院所定ࡢ手続ࡁ

を終え࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

 

㸦入学者ࡢ選考㸧 

第 14 条 前条ࡢ入学志願者ࡘい࡚ࠊࡣ別定ࡾࡼࢁࡇࡿࡵ選考を行うࠋ 

 

㸦入学手続及び入学許可㸧 

第 15 条 前条ࡢ選考ࡢ結果基࡙ࡁ合格ࡢ通知をཷࡓࡅ者ࠊࡣ所定ࡢ期日࡛ࡲ指定ࡢ書

類を提出ࠊࡶࡿࡍ所定ࡢ入学料及びそࡢ他ࡢ費用を納付࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

いࠋ 

㸰 学長ࠊࡣ前項ࡢ入学手続ࡁを完了ࡓࡋ者入学を許可ࠋࡿࡍ 

 

㸦入学許可ྲྀࡢ消ࡋ㸧 

第 16 条 学長ࠊࡣ正当࡞理由࡞ࡀく࡚ࠊ前条規定ࡿࡍ手続ࡁを࡞ࡋいࡢࡶ対ࠊࡣ࡚ࡋ

入学ࡢ許可をྲྀࡾ消ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ 

 

㸦留学㸧 

第 17 条 外国ࡢ大学院࡛学修ࡇࡿࡍを志望ࡿࡍ者ࠊࡣ学長ࡢ許可を得࡚留学ࡀࡇࡿࡍ

 ࠋࡿࡁ࡛

㸰 前項ࡢ規定ࡿࡼ留学ࡢ期間ࠊࡣ修業ᖺ限及び在学ᖺ限参入ࡿࡍ 

㸱 修得ࡓࡋ単位ࡘい࡚ࠊࡣ第 「8 条第 「項ࡢ規定を準用ࠋࡿࡍ 
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㸦休学㸧 

第 18 条 学生ࠊࡣ疾病そࡢ他ࡢ理由ࡾࡼ 保ࠊࡣࡁい࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ᭶以ୖ修学「

証人連署ࡢうえ休学願を学長提出ࠊࡋそࡢ許可を得࡚休学ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

㸰 学長ࠊࡣ疾病そࡢ他ࡢ理由ࡵࡓࡢ修学ࡀ適当認ࡿࢀࡽࡵ者対ࠊ࡚ࡋ休学

を命ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡎ 

 

㸦休学期間㸧 

第 1重 条 休学期間1ࠊࡣ ᖺ以ෆࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ特別ࡢ理由ࡀあࡿ場合1ࠊࡣ ᖺを限度

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ延長を認ࡢ休学期間࡚ࡋ

㸰 休学期間ࠊࡣ通算࡚ࡋ博士前期課程ࡣ 「 ᖺࠊ博士ᚋ期課程ࡣ 」 ᖺを越えࡇࡿ

 ࠋい࡞ࡁ࡛ࡀ

㸱 休学期間ࠊࡣ修業ᖺ限及び在学ᖺ限ࡣ算入࡞ࡋいࠋ 

 

㸦復学㸧 

第 「0 条 学生ࠊࡣ休学期間満了ࠊࡁࡢ又ࡣ休学期間中そࡢ理由ࡀ消滅ࠊࡣࡁࡓࡋ復

学願を学長提出ࠊࡋそࡢ許可を得࡚復学ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

㸰 病気ࡇࡓࡗ࠾࡞ࡀを理由ࡿࡍ復学願ࠊࡣ་師ࡢ診断書を添付ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

 ࠋい࡞ࡽ࡞

 

㸦退学㸧 

第 「1 条 学生ࠊࡣ病気そࡢ他やࡴを得࡞い理由ࡵࡓࡢ退学ࡼࡋうࠊࡣࡁࡿࡍ保証人連

署ࡢうえ退学願を学長提出ࠊࡋそࡢ許可を得࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

 

㸦除籍㸧 

第 「「 条 ḟࡢ各号ࡢ一該当ࡿࡍ者ࠊࡣ研究科委員会ࡢ議を経࡚ࠊ学長ࡀ除籍ࠋࡿࡍ 

㸦㸯㸧授業料ࡢ納付を怠ࠊࡾ督促࠾࡞ࡶ࡚ࡋ納付࡞ࡋい者 

㸦㸰㸧学業を怠ࠊࡾ成業ࡢ見込࡞ࡢࡳい者 

㸦㸱㸧在学ᖺ限を越えࡓ者 

㸦㸲㸧第 1重 条第 「項定ࡿࡵ休学期間を越え࡚࠾࡞復学࡛࡞ࡁい者 

㸦㸳㸧死亡又ࡣ長期わࡾࡓ行方明ࡢ者 

 

第㸵章 授業科目ࠊ単位数及び履修方法 

㸦教育方法及び教育課程㸧 

第 「」 条 ᮏ大学院ࡢ教育ࠊࡣ授業科目ࡢ授業及び学位論文ࡢ作成等対ࡿࡍ指導㸦以ୗࠕ研

究指導ࠖいうࠋ㸧࡚ࡗࡼ行うࠋࡿࡍࡢࡶ 

㸰 環境マネࢪメント研究科࠾い࡚開設ࡿࡍ科目ࡣ別表第㸯ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

 

㸦授業及び研究指導ࡢ担当㸧 

第 「4 条 ᮏ大学院ࡿࡅ࠾授業及び研究指導ࠊࡣᮏ大学院所属ࡢ教授ࡀ担当ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ

必要ࡀあࡿ場合ࠊࡣ准教授及び講師授業を担当さࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏ 

㸰 研究指導ࡣ指導教員ࡀ行うࠋ博士ᚋ期課程ࡢ研究指導ࠊࡣ主研究指導教授ࠊ

副研究指導を担当ࡿࡍ教授又ࡣ准教授࡚行うࠋ 

㸱 必要ࠊࡾࡼ他ࡢ大学院教員᭷資格者授業ࡢ担当を依頼ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 
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㸦学修計画㸧 

第 「5 条 入学を許可さࡓࢀ者ࠊࡣ指導教授ࡢ指導ࡢୗ学修計画を立࡚ࠊ研究科委員会ࡢ

ᢎ認を得࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

 

㸦学修ࡢ評価㸧 

第 「6 条 授業科目ࡢ試験ࡢ時期ࠊ方法ࠊそࡢ他必要࡞項ࡣ予ࡵ公示ࠋࡿࡍ 

㸰 授業科目ࡢ成績ࠊࡣ㸿・㹀・㹁・㹂ࡢ㸲種ࡢ評価を࡚ࡗࡶ表わࠊࡋ㸿・㹀・㹁

を合格ࠊࡋ㹂を合格ࠋࡿࡍ 

㸱 Ḟ席過多ࡿࡼ失格者ࡢ成績評価ࡣＦࠊᮍཷ験ࡣ㸭ࠋࡿࡍ 

㸲 修士論文及び博士論文ࡢ提出ࡢ時期及びそࡢ審査ࠊࡣ研究科委員会࡛定ࠋࡿࡵ 

 

㸦単位ࡢ計算方法㸧 

第「7条 1単位ࡢ授業科目を45時間ࡢ学修を必要ࡿࡍෆ容を࡚ࡗࡶ構成ࡇࡿࡍを標準

学修等࡞必要授業時間外ࠊ教育効果ࡿࡼ当該授業ࠊࡌ応方法ࡢ授業ࠊࡋ

を考慮ࠊ࡚ࡋḟࡢ基準ࡾࡼ単位数を計算ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸦㸯㸧講義及び演習ࡘい࡚15ࠊࡣ 時間ࡢ講義を࡚ࡗࡶ 1単位ࠋࡿࡍ 

 

㸦他ࡢ大学院ࡢ授業科目ࡢ履修㸧 

第 「8 条 ᮏ大学院ࠊࡣ教育ୖ᭷益࡛あࡿ認ࠊࡣࡁࡿࡵ他ࡢ大学院ࡢ協議基࡙ࡁ当

該他ࡢ大学院ࡢ授業科目を履修さࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏ 

㸰 前項ࡾࡼ履修ࡓࡋ単位ࡣ研究科委員会ࡢ議を経࡚ࠊ原則࡚ࡋ博士前期課程

ࡣ 10 単位ࠊ博士ᚋ期課程ࡣ 4単位を超え࡞い範囲࡛ᮏ大学院࡛履修ࡳࡢࡶࡓࡋ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡍ࡞

 

㸦他ࡢ大学院又ࡣ研究所等ࡿࡅ࠾研究指導㸧 

第 「重 条 ᮏ大学院ࡣ教育ୖ᭷益࡛あࡿ認ࠊࡣࡁࡿࡵ学生ࡀ他ࡢ大学院又ࡣ研究所等

博士前ࠊࡣ期間ࡿࡅ研究指導をཷࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ研究指導をཷ࡞い࡚必要࠾

期課程ࠊ博士ᚋ期課程ࠊࡶ各々1ᖺを超え࡞いࠋࡿࡍࡢࡶ 

㸰 前項ࡢ規定ࠊࡾࡼ履修又ࡣ研究指導をཷࡇࡿࡅを希望ࡿࡍ者ࠊࡣ研究科委

員会ࡢ議を経࡚ࠊ学長ࡢ許可を得࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

 

㸦入学前ࡢ既修得単位ࡢ認定㸧 

第 」0 条 学生ࡀᮏ学研究科博士前期・ᚋ期課程入学ࡿࡍ前ࡢ大学院ࡿࡅ࠾既修得単位

㸦科目等履修生࡚ࡋ修得ࡓࡋ単位を含ࠋࡴ㸧ࡘい࡚ࠊࡣ教育ୖ᭷益認ࢀࡽࡵ

࡚ࡋ原則ࡣ研究科委員会ࠊ場合ࡿ 10 単位㸦ᚋ期課程ࡣ 4単位㸧を超え࡞い範

囲࡛ࠊ課程修了必要࡞単位認定ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 

㸦単位ࡢ認定㸧 

第 」1 条 第 「8 条ࠊ第 「重 条及び第 」0 条定ࡿࡵ単位ࡢ認定ࡘい࡚ࠊࡣ原則࡚ࡋ合わ

ࡣ博士前期課程࡚ࡏ 14 単位ࠊ博士ᚋ期課程ࡣ 8単位を超え࡞い範囲࡛課程修了

必要࡞単位࡚ࡋ研究科委員会ࡀ認定ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 

㸦教育職員免許状㸧 

第 」「 条 教育職員免許状授ࡢ所要資格を得ࡼうࡿࡍ学生ࠊࡵࡓࡢ教職課程を置くࠋ 
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㸰 博士前期課程࠾い࡚ྲྀ得࡛ࡿࡁ教育職員免許状ࡢ種類ࡣḟࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

研  究  科 専  攻 免許状ࡢ種類 免許教科 

環境マネࢪメント 

研究科 

環境マネࢪメント 

専攻

中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

社 会 

公 民 

㸱 前項ࡢ免許状ྲྀ得必要࡞授業科目及び履修方法ࡘい࡚ࠊࡣ別表第㸰ࡢ定ࡵ

 ࠋࡿࡼࢁࡇࡿ

 

第㸶章 課程修了ࡢ要件及び学位 

㸦課程修了ࡢ要件㸧 

第 」」 条 ᮏ大学院࡛ࠊ博士前期課程ࡢ場合ࡣ 「ᖺ以ୖ在学ࠊࡋ所定ࡢ授業科目ࡘい࡚ 」0

単位以ୖを修得ࡘࠊ必要࡞研究指導をཷࠊୖࡓࡅ修士論文ࡢ審査及び最終試験

博士ᚋ期ࠋࡿࡍ議を経࡚修了を認定ࡢ研究科委員会ࡣ学長ࠊࡋ対者ࡓࡋ合格

課程ࡢ場合ࡣ博士ᚋ期課程 」 ᖺ以ୖ在学ࠊࡋ所定ࡢ授業科目 1「 単位を修得ࠊࡋ

者ࡓࡋ合格審査及び試験ࡢそࠊࡋ博士論文を提出ࠊࡅ研究指導をཷ࡞必要ࡘ

 ࠋࡿࡍ議を経࡚修了を認定ࡢ研究科委員会ࡣ学長ࠊࡋ対

㸰 優ࡓࢀ業績をୖࡓࡆ者ࡘい࡚ࠊࡣ博士前期課程࠾い࡚ 1 ᖺ以ୖࠊ博士ᚋ期

課程࠾い࡚ࠊࡣ「ᖺ以ୖ在学ࡤࢀࡍ学長ࡣ研究科委員会ࡢ議を経࡚修了を認定ࡍ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

㸱 前項ࡢ場合࠾い࡚ࠊ研究科委員会ࡀ適当認ࠊࡣࡁࡿࡵ特定ࡢ課㢟ࡘい

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ代え審査ࡢ修士論文࡚ࡗࡶ審査をࡢ研究成果ࡢ࡚

 

㸦学位ࡢ授㸧 

第 」4 条 ᮏ大学院修了者授ࡿࡍ学位ࠊࡣ博士前期課程ࡢ場合ࠊࡣ修士㸦環境マネࢪメ

ント㸧ࠊ博士ᚋ期課程ࡢ場合ࠊࡣ博士㸦環境マネࢪメント㸧ࠋࡿࡍ 

㸰 論文ࡢ審査方法及びࠊ試験等ࡘい࡚ྡࡣ古屋産業大学大学院学位規程ࡢ定ࡵ

 ࠋࡿࡼࢁࡇࡿ

 

第㸷章 賞罰 

㸦表彰㸧 

第 」5 条 学長ࠊࡣ他ࡢ模範ࡿ࡞学生を表彰ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 

㸦懲戒㸧 

第 」6 条 ᮏ大学院ࡢ規則㐪ࠊࡋ又ࡣ大学院学生࡚ࡋᮏ分ࡿࡍ行為をࡓࡋ࡞者ࠊࡣ

研究科委員会ࡢ議を経࡚学長ࡀ懲戒ࠋࡿࡍ 

㸰 前項ࡢ懲戒ࡢ種類ࠊࡣ退学ࠊ停学及び訓告ࠋࡿࡍ 

㸱 前項ࡢ退学ࠊࡣḟࡢ各号一該当ࡿࡍ者対࡚ࡋ行うࠋ 

㸦㸯㸧ᮏ学ࡢ秩序を乱ࠊࡋそࡢ他院生ࡢ࡚ࡋᮏ分著ࡋくࡓࡋ者ࠋ 

㸦㸰㸧正当࡞理由࡞ࡀくࠊ出席常࡛࡞い者 
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第㸯㸮章 研究生ࠊ科目等履修生及び特別聴講学生 

㸦研究生㸧 

第 」7 条 ᮏ大学院࠾い࡚ࠊ特別ࡢ専門項ࡘい࡚研究ࡇࡿࡍを志願ࡿࡍ者ࡀあࡿ

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ入学を許可࡚ࡋ議を経࡚研究生ࡢ研究科委員会ࠊࡣࡁ

㸰 研究生ࡢ在籍期間ࡣ 1 ᖺࠊࡋ引ࡁ続ࡁ研究を希望ࡿࡍ場合ࡣ研究科委員会ࡢ

議を経࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

 

㸦科目等履修生㸧 

第 」8 条 ᮏ大学院ࡢ学生以外ࡢ者࡛ࠊ一又ࡣ複数ࡢ授業科目を履修ࠊࡋ単位を修得ࡼࡋう

ࡢ研究科委員会ࠊࡾ限い場合࡞ࡆࡓࡲ学修をさࡢ学生ࠊࡣࡁࡿあࡀ者ࡿࡍ

議を経࡚科目等履修生࡚ࡋ入学を許可ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 

㸦特別聴講学生㸧 

第 」重 条 他ࡢ大学院ࡢ学生࡛ࠊᮏ大学院࠾い࡚授業科目を履修ࠊࡋ単位を修得ࡼࡋう

博士前期࡚ࡋ特別聴講学生ࡾࡼ協議ࡢ該当他大学院ࠊࡣࡁࡿあࡀ者ࡿࡍ

課程ࡢ入学を許可ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ 

 

㸦研究生ࠊ科目等履修生ࠊ特別聴講学生ࡢ入学ࡢ時期㸧 

第 40 条 研究生ࠊ科目等履修生及び特別聴講学生ࡢ入学ࡢ時期ࠊࡣ学期ࡢ始ࡓࠋࡿࡍࡵ

 ࠋい࡞࡛ࡾ限ࡢࡇࠊࡣ場合ࡿあࡀ情ࡢ特別ࠊࡋࡔ

 

第㸯㸯章 入学料ࠊ授業料ࠊそࡢ他ࡢ学費 

㸦入学検定料ࠊ入学料ࠊ授業料ࠊ教育充実費㸧 

第 41 条 入学検定料ࠊ入学料ࠊ授業料ࠊ教育充実費ࡢ㢠ࠊࡣḟ表ࠋࡿࡍࡾ࠾ࡢ 

入学検定料     「5,000  

入 学 料    「00,000  

授 業 料 ᖺ㢠 600,000  

教育充実費 
ᖺ㢠  60,000  

㸦ᖹ成 「「 ᖺ 4 ᭶入学生ࡾࡼ適用㸧 

 

㸦授業料等ࡢ納付㸧 

第 4「 条  授業料等ࠊࡣ別指定ࡿࡍ期日࡛ࡲ納入࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋいࠋ 

 

㸦復学等ࡢ場合ࡢ授業料等㸧 

第 4」 条  春学期又ࡣ秋学期ࡢ中途࠾い࡚ࠊ復学又ࡣ入学ࡓࡋ者ࠊࡣ復学又ࡣ入学ࡓࡋ᭶

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡣく࡚࡞ࡋ納付᭶ࡓࡋ入学ࡣ復学又ࠊ授業料等をࡢ࡛ࡲ当該期ᮎࡽ

 

㸦学ᖺࡢ中途࡛卒業ࡿࡍ場合ࡢ授業料等㸧 

第 44 条  学ᖺࡢ中途࡛卒業ࡿࡍ見込ࡢࡳ者ࠊࡣ卒業ࡿࡍ見込ࡢࡳ᭶ࡢ࡛ࡲ授業料等を納付

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ
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㸦退学及び停学ࡢ場合ࡢ授業料等㸧 

第 45 条  春学期又ࡣ秋学期ࡢ中途࡛退学ࡋ又ࡣ除籍さࡓࢀ者ࡢ当該期分ࡢ授業料等ࡣ徴

 ࠋࡿࡍ

㸰  停学期間中ࡢ授業料等ࡣ徴ࠋࡿࡍ 

 

㸦休学ࡢ場合ࡢ授業料等㸧 

第 46 条  休学期間ࡿࡅ࠾授業料ࠊ在籍料等ࡘい࡚ࠊࡣ別定ࠋࡿࡵ 

 

㸦入学料及び授業料ࡢ免除及び徴ࡢ猶予㸧 

第 47 条  経済的理由࡚ࡗࡼ納付ࡀ困難࡛あࡘࠊࡾ学業優秀࡛あࡿ認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊ

又ࡣそࡢ他やࡴを得࡞い情ࡀあࡿ認ࡿࢀࡽࡵ場合ࠊࡣ入学料及び授業料ࡢ全

部ࡋࡶくࡣ一部を免除ࡋ又ࡣ徴を猶予ࡿࡍ場合ࡀあࠋࡿ 

㸰  入学料及び授業料ࡢ免除及び徴ࡢ猶予関ࡋ必要࡞項ࡣ別定ࠋࡿࡵ 

 

㸦研究生ࠊ科目等履修生ࠊ特別聴講学生ࡢ検定料等㸧 

第 48 条  研究生ࠊ科目等履修生ࠊ特別聴講学生ࡢ検定料ࠊ入学料及び授業料等そࡢ他ࡢ費

用ࡘい࡚ࡣ別定ࠋࡿࡵ 

 

㸦納付ࡓࡋ授業料等㸧 

第 4重 条  納入さࡓࢀ入学検定料ࠊ入学料及び授業料等そࡢ他ࡢ費用ࠊࡣ別定ࡿࡵ場合を

除ࠊࡁ還付࡞ࡋいࠋ 

 

 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 16 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 17 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 18 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 1重 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「1 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「」 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「4 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「6 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「7 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

附 則  ࡢࡇ学則ࠊࡣᖹ成 「8 ᖺ 4 ᭶ 1日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 
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必修 選択

環境情報特論 1・2 2 （修了の要件）

環境技術ビジネス特論 1・2 2

都市環境システム特論 1・2 2

環境認証制度特論 1・2 2

経営環境特論 1・2 2

環境マーケティング特論 1・2 2

環境会計特論 1・2 2

ＬＣＡ特論 1・2 2

環境防災特論 1・2 2

環境とエネルギー特論 1・2 2

環境計画特論 1・2 2

交通環境特論 1・2 2

国際環境協力特論 1・2 2

森林生態学特論 1・2 2

環境行政特論 1・2 2

大気環境特論 1・2 2

環境アセスメント特論 1・2 2

地域環境特論 1・2 2

環境経済学特論 1・2 2

環境政策特論 1・2 2

環境財政特論 1・2 2

環境法特論 1・2 2

環境管理特論 1・2 2

知識情報処理特論 1・2 2

専門演習Ⅰ 1 2

専門演習Ⅱ 1 2

特別演習Ⅰ 2 2

特別演習Ⅱ 2 2

別表第１（第23条）

共
通
分
野

なお共通分野で６単位
を越えて取得している
単位については研究科
委員会の議を経て、４
単位を越えない範囲で
主専攻の関連科目に振
り替えることができ
る。

演
　
習

専
　
門
　
分
　
野

環
境
経
営
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
関
連

 ○講義科目
　  22単位以上
　　　　　修得
　・専門分野
　　  主専攻関連
　　  から12単位
　　  以上修得
　・共通分野
　　  6単位以上
　　  修得

 ○演習科目
　　　　(必修)
　　8単位修得

　合計30単位
　　　以上修得

 ○研究指導を受け
　 る。

 ○学位論文の審査
　 及び最終試験に
　 合格

環
境
社
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
関
連

授　業　科　目　の　名　称
配 当
年 次

単位数又は時間数

 環境マネジメント研究科 環境マネジメント専攻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（博士前期課程）
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㸦環境マネ࣓ࢪント研究科ࠉ環境マネ࣓ࢪント専攻ࠉ博士後期課程㸧

授業科目ࡢ名称 配当ᖺ次 単位数 必修 選択 備考

論文指ᑟࠉϨ 1 4 ○

論文指ᑟࠉϩ 2 4 ○

論文指ᑟࠉϪ 3 4 ○

ᑠ計㸦 3ࠉ科目㸧 － 12 －

都市環境ࢫࢩテ࣒特殊研究 1࣭2࣭3 ○

環境防災特殊研究 1࣭2࣭3 ○

L（A㸦ﾗ㺐ﾌｻ㺐ｸﾙ㺏㺜㺛ﾒﾝﾄ㸧特殊研究 1࣭2࣭3 ○

環境計画特殊研究 1࣭2࣭3 ○

国際環境協力特殊研究 1࣭2࣭3 ○

森林生態学特殊研究 1࣭2࣭3 ○

環境行政特殊研究 1࣭2࣭3 ○

大気環境特殊研究 1࣭2࣭3 ○

地域環境特殊研究 1࣭2࣭3 ○

知識情報処理特殊研究 1࣭2࣭3 ○

ᑠ計㸦10 特殊研究㸧 － －

科目
区分

論
文

研
究
指
ᑟ

 101 - 11



2011.11.16 

101 ‒ 12 

別表第２（第１０条） 

授業科目 
単位数 

履修方法 
必修 選択 

環境政策特論  ２ 

1.中学校及び高等学

校の一種免許状（免許

教科 社会、公民）の

授与を受けている者

であること。 

 

2.左記講義科目から

24 単位以上修得 

環境情報特論  ２ 

都市環境システム特論  ２ 

国際環境協力特論  ２ 

環境計画特論  ２ 

交通環境特論  ２ 

環境技術ビジネス特論  ２ 

森林生態学特論  ２ 

環境認証制度特論  ２ 

環境行政特論  ２ 

環境経済学特論  ２ 

経営環境特論  ２ 

環境法特論  ２ 

環境管理特論  ２ 

ＬＣＡ特論  ２ 

環境とエネルギー特論  ２ 

環境防災特論  ２ 

地域環境特論  ２ 

 

別表第３（第３５条） 

検 定 料 25,000 円 

 

別表第４（第３６条） 

入 学 料 200,000 円 

 

別表第５（第３７条） 

授業料 １ 年 次 ２ 年 次 

（年 額） 600,000 円 600,000 円 

 

別表第６（第４４条） 

 検定料 入学料 授業料 備  考 

研 究 生 10,000 円 10,000 円 150,000 円 授業料は年額 

科目等履修生 10,000 円 10,000 円 10,000 円 授業料は一単位当たり 

特別聴講学生 10,000 円 10,000 円 10,000 円 授業料は一単位当たり 

 


